
 

 

 

   三浦市企業等立地促進条例の一部を改正する条例  

 三浦市企業等立地促進条例（平成 17年三浦市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 別表第２中「令和８年３月 31日」を「令和 13年３月 31日」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

【令和８年３月24日公布 令和８年三浦市条例第11号】 


